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帯広圏デジタル化推進構想（骨子） 

（原案） 

 

１ 1 市 3 町で取組を進める背景 

（１）国のデジタル田園都市国家構想 

国全体でのデジタル化を加速するため、国では、令和 4 年 12 月に「デジタル田園都市国家

構想総合戦略」を策定し、各自治体にも、地方版の総合戦略の策定を求めている。また、その

中では施策間連携や地域間連携の重要性についても記載されている。 

 

（２）生活圏としての特長と一定の規模感 

帯広市、音更町、芽室町及び幕別町の 1 市 3 町においては、従来から、地方拠点法に基づ

く「帯広圏地方拠点都市地域」を形成し、都市圏として連携してきた経過がある。生活圏と

しての一体性と一定の規模感を基に、共通する地域課題に取り組んでいくことで、サービス

普及や利便性向上の効果が大きくなるとともに、効率的なサービス導入、展開を図ることが

できる。 

 

（３）デジタルの特性 

 デジタルデータの効果的な活用には、一定規模のデータ集積が重要であり、システム運用

の効率性でもスケールメリットが期待できる。 

更に、1 市 3 町という一体的な生活圏を基盤とした様々なデータの集積は、生活環境に即

したデジタルサービスを展開・発展する上で有用であると考えられる。 

 

２ 基本的考え方と戦略 

 デジタル化により、データを活用した、住民一人ひとりに合わせた情報提供や、時間的・

距離的制約の低減など、様々な形での住民生活における利便性向上（ウェルビーイング）が

期待できる。 

また、地域産業に対しては、業務の効率化による生産性の向上はもとより、テレワークな

どによる働き方の多様化、ロボットなどによる労働力の確保、さらには取引先の多様化など

のメリットが考えられる一方で、都市部への情報の集積などに伴う地域の競争力の相対的な

低下など、負の影響も与えうるものである。 

こうしたことを踏まえ、短期的には、身近な住民サービスの向上（ウェルビーイング）に

取り組みながら、中長期的なスパンでデジタルを活用した地域産業の活力向上を図る（ロー

カルハブ）必要があり、この２軸を戦略とし、そのもとに４つの目指す方向性を位置づける。 
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２つの戦略 

 

 

 

 

 

 

目指す方向性 

○ 生活圏としての住民向けデジタルサービスの共通化 

通勤通学や買い物など、生活圏としての一体性を踏まえ、生活の中で共通して行う手続き

などを中心にデジタル化を図る。 

 

○ デジタル化による地域産業の進化 

 これまで十勝全体で取り組んできたフードバレーとかちなどを、デジタルの力で支援する

ことにより、更なる効率化、活性化を図り、成長力向上を目指す。 

 

○ 次世代がデジタルを活用して羽ばたける土台づくり 

 デジタルに慣れ親しんだ世代が、将来、デジタルをより活用できる環境づくりを図る。 

 

○ 関係人口や将来の住民に向けた圏域の魅力のアピール 

 ワーケーションなど、デジタル技術を活用し、都市部の利便性を享受しつつ、この地に来

なければできない体験を促進し、域外との更なる交流拡大を目指す。 

 

 

３ 推進手法 

（１）他の事例の横展開を進める 

 圏域内での先行好事例は、積極的に他の自治体も取り入れる。また、十勝エリアの他町村

への効果的な取組の横展開も見据えた情報共有を図る。 

 

（２）スモールスタートで、できるところから始める 

 小さくても成功例を積み上げていくことが重要であり、必ずしも４自治体が同時でなく、

準備が整ったところから、できることをまず始めてみる。 

 

（３）デジタルに親和性の高い世代から広げていく 

まずは、デジタル機器に慣れており、仕事や子育て等で時間の取りにくい世代を主要なタ

ーゲットに想定してデジタルサービスを展開し、その後、他の世代への浸透を図る 

ウェル・ビーイング 

（Well-Being） 

～住民の幸せにつながるデジタル化～ 

ローカルハブ 

（Local Hub） 

～地域の活力向上につながるデジタル化～ 
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４ 重点的に取り組む分野とテーマの例 

現段階で想定している重点分野とテーマについて、下記に記載する。 

 

行政手続：転出や転入届等、共通のオンライン手続きの導入 

 地域情報：イベントや防災等の情報の共有 

子 育 て：子育てに関する手続きや情報のデジタル化 

教  育：デジタル人材の育成、ICT を活用した教育の推進、学校情報のデジタル化 

公共交通：自動運転など圏域内の移動サービスの試行的取組 

食・農業：DX 促進による地域産業の支援 

観  光：リアルとバーチャルの融合による体験の充実 

※最終的にはアドバイザリーボードにおいて議論の上で決定することとし、議論の内容を

限定するものではない。 

 

５ 構想の位置づけ 

 本構想は、帯広圏の 1 市 3 町において、デジタル化に取り組む基本的な考え方や方向性を

共有するものであり、各自治体における総合計画や総合戦略等の既存の計画との関係や位置

づけについては、自治体ごとの実情に即し整理するものとする。 

 なお、構想の期間は、国のデジタル田園都市国家構想総合戦略と整合を図り、令和 5 年度

から令和 9 年度までの 5 年間とするが、デジタル分野における技術の進展のスピードや社会

情勢の変化に鑑み、必要に応じて見直しを行う。 

 

 

６ 今後のスケジュール（案） 

有識者で構成するアドバイザリーボードを設置し、構想の具体的な分野や想定取組につい

て検討を進め、令和５年９月頃を目途に、構想を決定する。 

 

令和５年４月頃 アドバイザリーボードの設置、第１回会議開催 

    ５月頃 第２回アドバイザリーボード会議の開催 

    ７月頃 第３回アドバイザリーボード会議の開催 

    ８月頃 協議会の開催（アドバイザリーボートの協議の中間報告） 

    ９月頃 第４回アドバイザリーボード会議の開催、構想案作成 

    ９月頃 協議会の開催（構想案の協議） 


